
警察職員向け奨学金返還支援事業 よくあるご質問 

 

令和８年５月 25 日時点 

１．支援対象者について 

No 質問 回答 

１ 

令和７年度以前に採用された

職員は支援対象となります

か？ 

支援対象とはなりません（令和８年度以降に採用された職員が支援対

象となります）。ただし、令和８年４月以降の採用予定者が、前倒して

採用された場合は、支援対象となります。令和６年度以降に実施され

た採用試験または採用選考に合格し、令和７年４月１日以降に土木、

建築、機械又は電気の職種に採用された警察行政職員を含みます。 

２ 

令和７年度より前の採用試験

等に合格し、令和８年度に採用

された場合は、対象となります

か？  

支援対象とはなりません。 

本事業は令和７年度以降に実施された採用試験又は採用選考に合格さ

れた方を対象としていますので、令和６年度以前の合格者は、支援対

象外となります。 

３ 

他の団体から奨学金に関する

財政的な支援を受けている場

合、支援対象となりますか？ 

現に、奨学金の返還に関して他の財政的な支援を受けている場合、支

援対象外となります。ただし、複数の奨学金を借りている場合におい

て、その複数の奨学金のうち、他の財政的な支援を受けていない奨学

金については支援対象となります。 

（例）Ａ・Ｂ・Ｃの３件の奨学金を借りており、Ａ・Ｂについて他の財

政的な支援を受けている場合は、Ｃのみが支援対象となります。 

４ 
奨学金返還を延滞している場

合、支援対象となりますか？ 

申請時点（申請書類「奨学金返還証明書」にて確認）に、奨学金の返済

を延滞している場合は、支援対象外となります。なお、過去に奨学金

の返済を延滞していた場合においても、申請時点で延滞が解消してい

れば、支援対象となります。 

５ 

支援対象者が、警察官から警察

行政職員又は警察行政職員か

ら警察官へ職種変更をした場

合は、支援は継続しますか。 

原則として、支援対象者が退職した場合は、支援を終了するものとし

ます。ただし、支援対象者が、退職後１日以上期間を空けず、引き続い

て、警視庁に採用され、かつ、他の条件を満たす場合は、原則として支

援条件（支援額、支援期間等）を引き継ぐものとします。 

一方で、支援対象者が、退職後に１日以上の期間を空けて再び採用さ

れる場合には、退職した時点で支援を終了します。 

６ 
他団体に出向・派遣中の職員は

支援対象となりますか？ 

他団体に出向・派遣（自治法派遣（地方自治法第 252 条の 17 の規定に

基づく派遣）、研修派遣（地方公務員法第 39 条第 1 項の規定に基づく

研修の一環として行われる派遣）等）中の方についても支援対象とな

ります。 



 

２．奨学金について 

 

３．その他 

７ 

支援対象決定後、年度途中に休

暇・休職に入った場合、支援対

象となりますか？ 

育児休業、病気休業、病気休暇等を取得された場合でも、支援対象と

なります。ただし、懲戒処分を受けた場合は、募集要項１０（２）支援

決定の取消しとなります。 

No 質問 回答 

８ 
支援対象となる奨学金を教え

てください。 

日本学生支援機構による貸与型奨学金は支援対象です。 

上記のほか、代理返還制度を実施している公的機関等が実施する貸与

型奨学金は個別に判断します。 

９ 

奨学金ではなく、教育ローンを

借りていた場合、支援対象とな

りますか？ 

教育ローンは支援対象になりません。 

教育ローンは学生の保護者が借りて保護者が返済します。一方で、奨

学金は学生本人が借りて、卒業後に本人が返済します。本制度は、本

人が借りて本人が返済する借入金を支援対象とするものです。 

10 

複数の奨学金を借りている場

合の取扱いはどうなります

か？（日本学生支援機構の第一

種奨学金と第二種奨学金の併

用等） 

複数の奨学金を併用している場合の取扱いは、以下のとおりです。 

１．いずれの個別返還総額も上限（300 万円または 450 万円）以上で   

ある場合は、任意の一つを選んで申請してください。 

２．個別返還総額の合計が上限以下である場合、いずれの奨学金も支 

援対象となります。 

３．個別返還総額の合計が上限を超え、いずれの個別返還総額も上限 

未満の場合は、募集要項７(３)≪注意事項≫２（２）のとおり、 

返還支援額を決定します。 

11 

採用後に大学等（夜間学部な

ど）において貸与を受けた奨学

金は支援対象になりますか？ 

支援対象になりません。 

本事業は採用前に貸与を受けていた奨学金を支援対象とするもので

す。 

No 質問 回答 

12 

「奨学金返還証明書」（日本学

生支援機構の場合）は、いつ時

点の証明書を提出すればよい

ですか？ 

採用日以降のものをご提出ください。なお、返還支援額は、申請時に

提出いただく「奨学金返還証明書」に記載の内容（現在の残額等）を基

に算出されるため、採用後速やかに取得されることを推奨します。 



 

13 

本事業の支援対象者が、申請を

していなかった場合、翌年度以

降に申請することは可能でし

ょうか？ 

申請そのものを行っていなかった場合は、翌年度以降の申請が可能で

す。一方で、支援決定後に申請金額の変更（既申請者が二つの奨学金

を借りていて両方とも申請できたにも関わらず、一つの申請を失念し

ていた場合における追加の申請など）は、行うことができません。 

14 
「先掛返還」とはどのようなも

のでしょうか？ 

「先掛返還」とは、返還期日が到来していない割賦金を前もって入金

するものです。先掛返還した金額に応じて、一定期間、本人の口座か

らの月々の引き落としが停止されます。 

※日本学生支援機構の奨学金で定額返還方式を選択している場合、本

事業の代理返還方法は「先掛返還」を予定しています。 

15 

支援決定を受けた後、奨学金貸

与団体に対して、申請者自身が

何らかの手続きを行う必要は

ありますか？ 

代理返還に関する奨学金貸与団体への手続きは、当事業団が行います。

ただし、毎年度４月末までに「奨学金返還証明書」などの奨学金の借

入を証する書類を申請者から当事業団にご提出いただきます。 


